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○中間市政治倫理条例施行規則

平成７年12月28日規則第15号

改正

平成14年３月19日規則第10号

平成19年９月28日規則第29号

平成24年３月30日規則第11号

平成27年３月４日規則第１号

平成30年８月15日規則第27号

令和２年５月15日規則第27号

令和２年５月27日規則第30号

中間市政治倫理条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、中間市政治倫理条例（平成７年中間市条例第31号。以下「条例」という。）の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（誓約書の提出）

第２条 条例第４条の誓約書は、別記第１号様式によるものとする。

（資産等報告書）

第３条 条例第５条第１項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

２ 条例第５条第１項第５号の株券は、資本金の額が１億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所

に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券

に限るものとする。

３ 条例第５条第１項第５号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券及びその他

これに類するものとする。

４ 条例第５条第１項第６号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他これ

に類するものとする。

５ 条例第５条第１項第６号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他これに類するものとする。

６ 条例第５条第１項第６号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他これに類

するものとする。

７ 条例第５条第１項第６号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、

刀剣及びその他これに類するものとする。

８ 条例第５条第１項及び第２項の資産等報告書は、別記第２号様式によるものとする。

（所得等報告書）

第４条 条例第６条第１項の所得等報告書は、別記第３号様式によるものとする。

２ 条例第６条第１項第１号イの規則で定める金額は、所得税法（昭和40年法律第33号）第２条第１

項第22号に規定する各種所得の金額（退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。）のうち、租税

特別措置法（昭和32年法律第26号）の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得

と区分して計算される所得の金額とする。

３ 所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを提出することによりこれに代えることができる。こ

の場合において、条例第６条第１項第１号ア又はイに掲げる金額が100万円を超えるときは、その起

因となった事実を付記しなければならない。

（関連会社等報告書）

第５条 条例第７条第１項の報酬とは、金銭による給付をいう。

２ 条例第７条第１項の関連会社等報告書は、別記第４号様式によるものとする。

（税等の納付状況報告書）

第６条 条例第８条第１項の税等の納付状況報告書は、別記第５号様式によるものとする。

２ 税等の納付状況申告書の作成は、納税証明書等を提出することによりこれに代えることができる。

（期限の特例）

第７条 条例第５条第１項及び第２項の資産等報告書、条例第６条第１項の所得等報告書、条例第７

条第１項の関連会社等報告書並びに条例第８条第１項の税等の納付状況報告書（以下これらを「報
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告書」という。）の作成又は提出の期限が中間市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってそ

の期限とみなす。

（報告書の訂正等）

第８条 報告書の提出後、誤記、失念等によって報告書の記載内容に訂正又は補正の必要が生じたと

きは、提出期限後10日までの間に、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に訂正等の申出

をすることができる。

（報告書及び意見書の閲覧）

第９条 市長は、条例第12条第１項の報告書及び意見書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧

開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示するとともに、市ホームページに掲載する等、市民への周

知を行うものとする。

２ 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、報告書及び意見書を破損若しくは

汚損し、又はこれらに加筆する等の行為をしてはならない。

３ 提出義務者が任期中に死亡したときは、当該提出義務者に関する報告書の閲覧を中止するものと

する。

（審査会の会長等）

第10条 中間市政治倫理審査会（以下「審査会」という。）に、会長及び副会長を置く。

２ 会長及び副会長は、委員の互選による。

３ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第11条 審査会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。

２ 会議は、委員の３分の２以上が出席しなければ、これを開くことができない。

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４ 審査会は、調査審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をと

ることができる。

（書面会議）

第12条 審査会は、特に必要と認めたときは、書面による会議（以下「書面会議」という。）を行う

ことができる。

２ 書面会議を行うときは、会長は、前条第１項の規定による招集に代えて、委員に対し、期限を定

めて表決その他の意見を記した書面（以下「表決等」という。）の提出を求めるものとする。

３ 前項の期限までに表決等が提出されたときは、当該表決等を提出した委員は、会議に出席したも

のとみなす。

４ 前条第２項から第４項までの規定は、書面会議に準用する。

５ 会長は、書面会議を行ったときは、その旨を市長に報告するものとする。

６ 前各項に定めるもののほか、書面会議の実施に関し必要な事項は、審査会が別に定める。

（委員の除斥）

第13条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは３親等内の親族（以下この条において「配偶

者等」という。）の一身上に関する事件又は自己若しくは配偶者等の従事する業務に直接の利害関

係がある事件については、その審査に加わることができない。

（庶務）

第14条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

（調査請求）

第15条 条例第13条第１項の規定により調査を請求しようとする者は、政治倫理基準等違反調査請求

書（別記第６号様式）及び署名簿（別記第７号様式）を提出しなければならない。

２ 前項の調査請求書に添付の疑義を説明する資料は、条例第２条各号に規定する政治倫理基準に違

反する疑いのある事実を説明する書面又は報告書に疑義がある事実を説明する書面でなければなら

ない。

（調査請求書等の点検、審査及び不備の補正）
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第16条 審査会は、審査の付託を受けたときは、前条第１項の調査請求書の記載事項及び添付書類の

内容について点検及び審査を行い、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正

を命ずることができる。

（調査請求の却下）

第17条 審査会は、調査請求を行った者が前条の補正命令に従わないときは、当該請求を却下するこ

とができる。

（意見の開陳）

第18条 審査会は、条例第13条第３項に規定する審査を行うに際しては、当該審査の対象となってい

る市長等又は議員に意見を述べる機会を与えなければならない。

（虚偽報告等の公表）

第19条 条例第15条の規定による虚偽報告等の公表は、市ホームページにより行うものとする。

（説明会）

第20条 市長又は議長は、条例第16条第１項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び

場所その他必要な事項を開催日の１週間前までに告示しなければならない。

２ 条例第16条第２項の規定により説明会の開催を請求しようとする者は、説明会開催請求書（別記

第８号様式）及び署名簿を提出しなければならない。

３ 市長又は議長は、条例第16条第２項の規定による開催請求を受けて、説明会を開催するときは、

開催請求者に開催の日時及び場所その他必要事項を通知しなければならない。

４ 説明会においては、釈明を行う市長等又は議員は、代理人を出席させ、又は補佐人をつけること

はできない。

５ 説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、市長又は議長においてこれを定めるも

のとする。

附 則

１ この規則は、平成７年12月31日から施行する。

２ 条例附則第２項の規定により作成する資産等報告書については、条例第５条第１項の規定により

作成する資産等報告書とみなして、この規則の規定を適用する。

附 則（平成14年３月19日規則第10号）

この規則は、平成14年４月１日から施行する。

附 則（平成19年９月28日規則第29号）

この規則は、平成19年10月１日から施行する。

附 則（平成24年３月30日規則第11号）

この規則は、平成24年４月１日から施行する。

附 則（平成27年３月４日規則第１号）

この規則は、平成27年４月１日から施行する。

附 則（平成30年８月15日規則第27号）

この規則は、平成31年４月１日から施行する。

附 則（令和２年５月15日規則第27号）

この規則は、令和２年５月15日から施行する。

附 則（令和２年５月27日規則第30号）

この規則は、令和２年６月１日から施行する。
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別記第１号様式（第２条関係）
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別記第２号様式（第３条関係）
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別記第３号様式（第４条関係）
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別記第４号様式（第５条関係）
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別記第５号様式（第６条関係）
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別記第６号様式（第15条関係）
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別記第７号様式（第15条、第20条関係）
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別記第８号様式（第20条関係）


